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提言
て い げ ん

 

１ 防災
ぼ う さ い

について 

障
しょう

がい者
しゃ

や高齢者
こうれいしゃ

などの要援護者
ようえんごしゃ

の避難
ひなん

支援
しえん

を円滑
えんかつ

に 行
おこな

うことができるよ

う、次
つぎ

のことを提言
ていげん

する。 

（１）「札幌市
さっぽろし

災害
さいがい

時
じ

要援護者
ようえんごしゃ

避難
ひなん

支援
しえん

ガイドライン」、「災害
さいがい

時
じ

支
ささ

えあいハンドブ

ック」等
とう

の要援護者
ようえんごしゃ

避難
ひなん

支援
しえん

に関
かん

する 情 報
じょうほう

について、町 内 会
ちょうないかい

等
とう

に対
たい

する

周知
しゅうち

（配布
はいふ

）を、これまで以上
いじょう

に徹底
てってい

するべきである。 

（２）単位
たんい

町 内 会
ちょうないかい

、マンション自治会
じ ち か い

などの町 内 会
ちょうないかい

単位
たんい

や、老人
ろうじん

クラブ、 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

等
とう

において、要援護者
ようえんごしゃ

の避難
ひなん

支援
しえん

に関
かん

する説明会
せつめいかい

を開催
かいさい

するよ

う、連合
れんごう

町 内 会
ちょうないかい

を通
つう

じて 働
はたら

きかけるべきである。 

（３）防災
ぼうさい

の日
ひ

（9月
がつ

1日
にち

）に、全市
ぜんし

レベルで、要援護者
ようえんごしゃ

も対 象
たいしょう

とした避難
ひなん

訓練
くんれん

を実施
じっし

し定 着
ていちゃく

させるべきである。 

（４）老人
ろうじん

クラブ、 障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

等
とう

を通
つう

じて、地域
ちいき

の支援
しえん

母体
ぼたい

が主体的
しゅたいてき

に

要援護者
ようえんごしゃ

の登録
とうろく

活動
かつどう

を 行
おこな

うように 働
はたら

きかけるべきである。 

（５）要援護者
ようえんごしゃ

の存在
そんざい

を周囲
しゅうい

の人々
ひとびと

に知
し

ってもらうため、要援護者
ようえんごしゃ

自
みずか

らが避難
ひなん

支援
しえん

に関
かん

する活動
かつどう

に関心
かんしん

を持
も

って参加
さんか

できるように 働
はたら

きかけるべきである。 

（６） 障
しょう

がい者
しゃ

専用
せんよう

の福祉
ふくし

避難
ひなん

場所
ばしょ

を指定
してい

するべきである。 

 

平成
へいせい

7年
ねん

(1995年
ねん

)1月
がつ

17日
にち

に発生
はっせい

した阪神
はんしん

・淡路
あわじ

大震災
だいしんさい

の事例
じれい

を生
い

かし、市民
しみん

一人
ひとり

ひとりが受身
うけみ

ではなく、防災
ぼうさい

について日
ひ

ごろから関心
かんしん

を持
も

ち、自発的
じはつてき

に活動
かつどう

できることが重 要
じゅうよう

であると 考
かんが

える。 

 

２ 住宅
じゅうたく

について 

地域
ちいき

で暮
く

らしたい 障
しょう

がい者
しゃ

が安心
あんしん

して生活
せいかつ

できるため、身体
しんたい

障
しょう

がい者
しゃ

だけ

ではなく、精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

や知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

の単身者
たんしんしゃ

も、市営
しえい

住 宅
じゅうたく

に申込
もうしこ

みし

て入 居
にゅうきょ

できるように、次
つぎ

のことを提言
ていげん

する。 
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（１）市
し

の単身向
たんしんむ

け市営
しえい

住 宅
じゅうたく

の申 込
もうしこみ

資格
しかく

・入 居
にゅうきょ

条 件
じょうけん

を見直
みなお

し、精神
せいしん

障
しょう

が

い者
しゃ

や知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

も市営
しえい

住 宅
じゅうたく

に入 居
にゅうきょ

できるようにすべきである。また、

国
くに

の公営
こうえい

住 宅 法
じゅうたくほう

では、精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

や知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

も入 居
にゅうきょ

が認
みと

めら

れているので、札幌市
さっぽろし

の市営
しえい

住 宅
じゅうたく

の申 込
もうしこみ

資格
しかく

・入 居
にゅうきょ

条 件
じょうけん

もそれに 準
じゅん

じ

るべきである。 

（２）精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

や知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

で単身
たんしん

生活
せいかつ

では介護
かいご

が必要
ひつよう

な場合
ばあい

は、

相談
そうだん

体制
たいせい

や地域
ちいき

でのサポート支援
しえん

体制
たいせい

などを確立
かくりつ

し、居 住
きょじゅう

支援
しえん

を充 実
じゅうじつ

さ

せたうえで、入 居
にゅうきょ

を認
みと

めるべきである。 

・ 精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

や知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

で単身
たんしん

生活
せいかつ

でも介護
かいご

が必要
ひつよう

では

ない場合
ばあい

は、例
たと

えば、民間
みんかん

のアパート等
とう

で一定
いってい

期間
きかん

、単身
たんしん

生活
せいかつ

を

している実績
じっせき

などを入 居
にゅうきょ

条 件
じょうけん

の一
ひと

つとするなどして、市営
しえい

住 宅
じゅうたく

への単身
たんしん

入 居
にゅうきょ

を認
みと

めるやり方
かた

もあるであろう。 

 

３ 教育
きょういく

について 

障
しょう

がいのある子
こ

どもが、将 来
しょうらい

、地域
ちいき

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として参加
さんか

していくためには、

地域
ちいき

の学校
がっこう

で就 学
しゅうがく

することが極
きわ

めて意義
い ぎ

のあることと 考
かんが

えるため、次
つぎ

のことを

提言
ていげん

する。 

（１）札幌市
さっぽろし

学
まな

びのサポーター活用
かつよう

事業
じぎょう

の予算
よさん

拡 充
かくじゅう

とサポーターの確保
かくほ

にこれ

まで以上
いじょう

に取
と

り組
く

むべきである。障
しょう

がいのある子
こ

どもも、障
しょう

がいのない子
こ

ど

もも、お互
たが

いに理解
りかい

を深
ふか

め 協 力
きょうりょく

し合
あ

える 環 境
かんきょう

を育成
いくせい

するためには

本事業
ほんじぎょう

が不可欠
ふ か け つ

であり、さらなる拡 充
かくじゅう

が必要
ひつよう

であると 考
かんが

える。 

 

障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する理解
りかい

促進
そくしん

には、福祉
ふくし

教 育
きょういく

（総合的
そうごうてき

学 習
がくしゅう

）などで 障
しょう

が

い者
しゃ

自
みずか

らが置
お

かれている現 状
げんじょう

を話
はな

すことが効果的
こうかてき

であると 考
かんが

えるため、次
つぎ

の

ことを提言
ていげん

する。 

（２） 障
しょう

がい者
しゃ

講師
こうし

派遣
はけん

事業
じぎょう

の新設
しんせつ

に取
と

り組
く

むべきである。中央区
ちゅうおうく

社会
しゃかい

福祉
ふくし

協議会
きょうぎかい

では、「 障
しょう

がいを語
かた

る講師
こうし

育成
いくせい

サポート事業
じぎょう

」が実施
じっし

されている。

受講者
じゅこうしゃ

は数回
すうかい

の 研 修
けんしゅう

を受
う

け、同
どう

社会
しゃかい

福祉
ふくし

協議会
きょうぎかい

に講師
こうし

として登録
とうろく

され、



 

 - 8 - 

依頼
いらい

に応
おう

じて講義
こうぎ

を 行
おこな

うものである。我々
われわれ

サポーターも講師
こうし

になる用意
ようい

があ

る。社会
しゃかい

福祉
ふくし

協議会
きょうぎかい

と連携
れんけい

を図
はか

りながら、市民
しみん

に注 目
ちゅうもく

される事業
じぎょう

に発展
はってん

することを期待
きたい

する。 

 

４ 就労
しゅうろう

について 

就 労
しゅうろう

は地域
ちいき

で生活
せいかつ

をするうえで一番
いちばん

大切
たいせつ

なもののひとつであることから、

障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する就 労
しゅうろう

支援
しえん

について、次
つぎ

のことを提言
ていげん

する。 

（１）札幌市
さっぽろし

の「まちづくりセンター」のいくつかにモデルとして、障
しょう

がい者
しゃ

を雇用
こよう

するべきである。これにより、障
しょう

がい者
しゃ

がそのスキルを生
い

かし様々
さまざま

な形態
けいたい

で

就 労
しゅうろう

することが可能
かのう

になるとともに、地域
ちいき

の中
なか

で身近
みじか

な存在
そんざい

になることも

期待
きたい

できるものである。 

（２）企業
きぎょう

の 障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こよう

率
りつ

に応
おう

じて、市
し

の指定
してい

管理者
かんりしゃ

制度
せいど

や入 札
にゅうさつ

・契約
けいやく

基準
きじゅん

、市税
しぜい

納付
のうふ

、企業
きぎょう

誘致
ゆうち

などに便宜
べんぎ

を図
はか

る仕組
し く

みをつくり、障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こよう

の促進
そくしん

を図
はか

るべきである。 

（３）札幌市
さっぽろし

の指定
してい

管理者
かんりしゃ

制度
せいど

や入 札
にゅうさつ

・契約
けいやく

制度
せいど

（特
とく

に建 設 業
けんせつぎょう

、物品
ぶっぴん

納 入
のうにゅう

業 者
ぎょうしゃ

等
とう

）における業 者
ぎょうしゃ

選考
せんこう

基準
きじゅん

において、障
しょう

がい者
しゃ

法定
ほうてい

雇用
こよう

率
りつ

を達成
たっせい

している業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

して、加点
かてん

などで優遇
ゆうぐう

するなど、障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こよう

の促進
そくしん

を

図
はか

るべきである。 

（４）企業
きぎょう

における 障
しょう

がい者
しゃ

の採用
さいよう

条 件
じょうけん

について、採用
さいよう

を制限
せいげん

するような

条 件
じょうけん

を見直
みなお

しするよう、はたらきかけるべきである。例
たと

えば、採用
さいよう

条 件
じょうけん

の

なかに、「電話
でんわ

ができること」の条 件
じょうけん

や「文字
も じ

が使用
しよう

できること」などの条 件
じょうけん

を設定
せってい

することがあるが、聴 覚
ちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

や視覚
しかく

障
しょう

がい者
しゃ

は、メールやパ

ソコン等
とう

を企業
きぎょう

が用意
ようい

することで、業務
ぎょうむ

ができるようになってきていること

から、採用
さいよう

条 件
じょうけん

により採用
さいよう

を制限
せいげん

することは見直
みなお

すべきである。 

（５）障
しょう

がい者
しゃ

が雇用
こよう

されても、雇用
こよう

に関
かん

する助成金
じょせいきん

や適用
てきよう

訓練
くんれん

の期間
きかん

を経過
けいか

すると、解雇
かいこ

されるというケースがあるので、そのようなことがないよう、企業
きぎょう

に 働
はたら

きかけるべきである。 
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５ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

の地域
ち い き

生活
せ い か つ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

について 

移動
いどう

支援
しえん

事業
じぎょう

及
およ

び日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
ようぐ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

について、障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ちいき

でより

安心
あんしん

して生活
せいかつ

することができるよう、次
つぎ

のことを提言
ていげん

する。 

（１）移動
いどう

支援
しえん

事業
じぎょう

について、通勤
つうきん

、通学
つうがく

、通所
つうしょ

等
とう

にも利用
りよう

できるよう、制度
せいど

の

適用
てきよう

を拡大
かくだい

するべきである。 

（２）視覚
しかく

障
しょう

がい者
しゃ

の 就 職
しゅうしょく

時
じ

や転 職
てんしょく

時
じ

において、通勤
つうきん

に慣
な

れるまでの 間
あいだ

、

期間
きかん

限定
げんてい

で歩行
ほこう

訓練
くんれん

を 伴
ともな

う移動
いどう

支援
しえん

事業
じぎょう

を受
う

けられるよう、制度
せいど

の適用
てきよう

を

拡大
かくだい

すべきである。特
とく

に、視覚
しかく

障 害 者
しょうがいしゃ

にとっては、通勤
つうきん

に対
たい

するサポート

で就 労
しゅうろう

自立
じりつ

が 促
うなが

されると 考
かんが

える。 

（３）日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
ようぐ

給付
きゅうふ

事業
じぎょう

について、盲
もう

ろう者
しゃ

のみに給付
きゅうふ

されてきた点字
てんじ

デ

ィスプレイを視覚
しかく

障 害 者
しょうがいしゃ

にも給付
きゅうふ

するよう、制度
せいど

の適用
てきよう

を拡大
かくだい

するべきで

ある。中途
ちゅうと

視覚
しかく

障
しょう

がい者
しゃ

は、パソコン等
とう

の普及
ふきゅう

により社会
しゃかい

復帰
ふっき

する事例
じれい

が

増
ふ

えており、点字
てんじ

ディスプレイを音声
おんせい

パソコン等
とう

と接続
せつぞく

することで、点字
てんじ

使用者
しようしゃ

のスキルアップが図
はか

られると 考
かんが

える。 

 

６ 身体
し ん た い

障
しょう

がい者
し ゃ

手帳
て ち ょ う

 

携帯
けいたい

を義務
ぎ む

付
づ

けられている身体
しんたい

障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

について、視覚
しかく

障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する情 報
じょうほう

を保障
ほしょう

するため、次
つぎ

のことを提言
ていげん

する。 

（１）視覚
しかく

障
しょう

がい者
しゃ

にとっては、現在
げんざい

の墨
すみ

字
じ

による身体
しんたい

障
しょう

がい者
しゃ

手帳
てちょう

では、

記載
きさい

されている内容
ないよう

が分
わ

からないため、希望
きぼう

する視覚
しかく

障
しょう

がい者
しゃ

に点訳版
てんやくばん

の

手帳
てちょう

も併
あわ

せて交付
こうふ

するべきである。 

 

７ 札幌市
さ っ ぽ ろ し

の附属
ふ ぞ く

機関
き か ん

等
と う

への障
しょう

がい者
し ゃ

の登用
と う よ う

について 

札幌市
さっぽろし

の各種
かくしゅ

施策
しさく

に 障
しょう

がい者
しゃ

の意見
いけん

も反映
はんえい

させるため、次
つぎ

のことを提言
ていげん

する。 

（１）札幌市
さっぽろし

の審議会
しんぎかい

、委員会
いいんかい

などの附属
ふぞく

機関
きかん

等
とう

に、障
しょう

がい者
しゃ

を登用
とうよう

するべきで

ある。 


